
 

京 都 大 学 国 際 交 流 会 館 規 程 新 旧 対 照 表 

改  正  前 改  正  後 

（前 略） 

第１６条 第７条から前条までに定めるもののほ

か、研究者宿泊室及び留学生宿泊室の使用に関し

必要な事項は、別に定める。 

第１７条 会館の会議室、談話室、和室及び図書室

の使用に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（後 略） 

 

 

第１６条 第７条から前条までに定めるもののほ

か、研究者宿泊室及び留学生宿泊室の使用に関し

必要な事項は、国際交流推進機構長が別に定める。

第１７条 会館の会議室、談話室、和室及び図書室

の使用に関し必要な事項は、国際交流推進機構長

が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２４年５月１日から施行する。

 


